
東近江ケーブルネットワークサービス加入契約約款
　東近江ケーブルネットワーク株式会社（以下「当社」という。）と当社が行うサービスの提供を受
ける者（以下「加入者」という）との間に締結される契約（以下「加入契約」という。）は、次の条項に
よるものとします。

第１条（当社の提供するサービスの内容）
　当社は、東近江市とＩＲＵ契約を締結し、総務大臣の認めた区域（以下「業務区域」という。）内
において、加入者に次のサービスを提供します。
⑴　別に定める料金プランごとに、放送事業者（放送法第２条第１項に定める）が行うテレビ
ジョン放送とラジオ放送の同時再送信サービス

⑵　自主放送サービス及び告知放送サービス並びにＩＰ電話サービス
⑶　希望により月額利用料を支払うことで視聴できる有料チャンネルサービス
⑷　上記サービスに付帯するサービス

第２条（加入契約の単位）
　加入契約は加入世帯ごとまたは事業所ごとに行うものとします。ただし、同一家屋内で同一の
生計を営む2以上の世帯は1世帯とみなします。また、1つの世帯が複数の家屋に居住する場合は
実情により2以上の世帯とみなします。

第３条（加入契約の成立）
　加入契約は、加入者がこの契約約款を承諾し、別に定める加入申込書に必要な事項を記入・捺
印の上申込み、当社がこれを承諾した時に成立したものとします。
２　当社は、前項の定めにかかわらずサービスの提供が技術的な理由等により困難な場合は、加
入申込みを承諾しない場合があります。

３　加入者は、所有または占有する敷地、家屋または構造物等において、地主、家主その他利害
関係人があるときには、加入契約に基づき施工されるサービス提供に必要な施設（以下「本施
設」という。）の設置、保守、その他本契約の履行のため、当社が敷地、家屋または構築物等を使
用することについてあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関しては、加入者が責
任を負うものとします。

第４条（加入金等）
　加入者は、別表1に定める加入金及び引込み工事費を、第８条に定める方法により支払うもの
とします。
２　経済環境の変動等、諸事情に伴い、加入金を改定することがあります。その場合は、既加入者
には改定された加入金を適用しません。

３　別表1に定める加入金には、株式会社WOWOW（以下「WOWOW」という。）の加入契約料
は含まれておりません。

第５条（加入者からの初期契約解除）
　加入者は、放送法・電気通信事業法により初期契約解除制度の適用がある場合、加入契約後
に当社が交付する書面の受領日または、工事が完了した日の何れか遅い日から起算して８日を経
過するまでの間、書面により当該加入契約の解除（以下「初期契約解除」という。）が出来るものと
します。ただし、法人名義での加入契約については、初期契約解除制度の対象外となります。
２　前項の規定による初期契約解除は、同項の書面を発行した時にその効力を生じます。
３　当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が
事実であることの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、
初期契約解除を行うことができる旨を記載して当社より交付した書面（不実告知後書面）を受
領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、加入契約を解除することができます。
4　第１項の規程により初期契約解除を行った場合、加入者は加入契約料の還付を請求するこ
とが出来ます。ただし、加入の意思がないにもかかわらず加入申込みを行う等悪質の意思を
もって加入申込みを行った場合、加入申込みをした加入者に対する保護を図ることとする同項
の規定の趣旨に反していると明らかに認められる時は、この限りではありません。
5　第１項の規程により初期契約解除を行った場合、当社は加入者に対して損害賠償若しくは違
約金その他金銭等は請求いたしません。ただし、契約の解除までの期間において既に完了した
引込工事、宅内工事については、別表１に定める対価請求告示（総務省の「初期契約解除制度
に伴う対価請求の上限額を定める告示」）の掲げる上限額の限度で工事費を請求できるものと
します。
6　加入契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、こ
れを加入者に返還します。ただし、当社は、第5項に基づき当社が加入者に対し請求できる額を
上限として、金銭等を返還しないことができます。

第６条（契約の有効期限）
　加入契約の有効期限は、加入契約成立日から１年間とします。ただし、加入契約期間満了の10
日前までに当社、加入者いずれからも何等の意思表示のない場合には、引き続き１年間をもって
自動延長するものとし、以後も同様とします。

第７条（利用料）
　加入者は、別表1に定める月額利用料を、そのサービス開始日または引込み工事の完了日から
３ヶ月のいずれか早い方の日の属する月の翌月分から、当社に支払うものとします。
２　加入者は、その希望により有料番組サービスの提供を受ける場合は、そのサービス開始日の
属する月分から、別表1に定める有料番組料金を支払うものとします。

３　当社が自己の責に帰すべき事由により、加入契約で取り決めたサービスの全てを１ヶ月のうち
連続して10日以上、停止した場合には、第1項および第2項の規定にかかわらず、当該月分の月
額利用料及び有料番組料金（以下両者をまとめて「利用料」という。）を無料とします。

４　経済環境の変動や番組内容の変更等に伴い、利用料を改定することがあります。その場合
は、改定１ヶ月前までに加入者に当社の番組、インターネット、チラシ等により通知するものと
し、加入者は、改定月以降改定後の利用料を支払うものとします。

５　別表1に定める利用料の中にはNHKの放送受信料（衛星放送の受信料を含む）及び
WOWOWの有料放送サービス視聴料金は含まれておりません。

６　設備の改修整備に充てるため、第1項に定める利用料のうち取締役会の議決を経てその定め
るところにより積み立てをすることができる。

７　前項の規定により積み立てた資金は、加入者に払い戻しはいたしません。

第８条（料金等の支払い方法）
　加入者は、加入金、引込み工事費、利用料及びその他の条項に定めた費用等について、別途当
社が指定する期日までに、指定する方法により支払うこととします。
２　加入者から当社への支払いは、原則口座振替とし、当社は、原則として加入者に対して、請求
書及び領収書の発行は行わないものとします。（振替日は毎月27日とし、金融機関が休業日の
場合は翌営業日とします。）

第９条（遅延利息）
　加入者が、加入金その他本契約に定める債務（遅延利息は除きます。）の支払いを支払期日よ

り遅延した場合、加入者は、支払期日の翌日より支払日の前日まで、年14.6％の遅延利息を当社
が別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支
払があった場合には、この限りではありません。

第10条（受信用機器等の貸与）
　当社は、加入者の契約内容に応じて次に定める受信用機器等を貸与するものとします。その利
用料は、第７条に定める利用料に含むものとします。
①　光映像信号変換機（以下「Ｖ-ＯＮＵ」という。）
②　ＳＴＢ（セット・トップ・ボックス）
③　光通信信号変換機（以下「Ｄ-ＯＮＵ」という。）
④　音声告知端末機
⑤　その他付属品

２　加入者は、加入契約終了時には、受信用機器等を返還するものとし、加入者の故意、過失によ
る受信用機器等の故障、破損、紛失などの場合は、別表1に定める費用を当社に支払うものとし
ます。

３　加入者は、ＳＴＢを当社が定める価格で買い取る事ができるものとする。なお、この場合の月
額利用料は、別表1に定めるとおりとする。

４　加入者が２台目以降のＳＴＢを使用する場合は、別表1に定める利用料をその台数分支払う
ものとする。

第11条（Ｂ-ＣＡＳカードの取り扱い）
　当社は、加入者がＢ-ＣＡＳカードを必要とするＳＴＢを利用する場合は、ＳＴＢ１台毎にカード
を貸与するものとし、契約終了時は速やかにカードを当社に返還するものとする。
２　Ｂ-ＣＡＳカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシ
ステムズの「ビーキャス（Ｂ-ＣＡＳ）カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。

３　加入者は、Ｂ-ＣＡＳカードを破損又は紛失等した場合は、直ちに当社に通知し、当社が再発
行することを不適と認めた場合を除き、Ｂ-ＣＡＳカードの再発行を行います。加入者は、再発行
に要する費用を当社に支払うものとします。

第12条（Ｃ-ＣＡＳカードの取り扱い）
　当社は、加入者がＣ-ＣＡＳカードを必要とするＳＴＢを利用する場合は、ＳＴＢ１台毎にカード
を貸与するものとし、契約終了時は速やかにカードを当社に返還するものとする。
２　当社は、加入者が当社の手配による以外のデータ追加、変更及び改竄することを禁止し、そ
れらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については、加入者が
賠償するものとします。 

３　加入者は、Ｃ-ＣＡＳカードを破損又は紛失等した場合は、再発行に要する費用を当社に支払
うものとします。

４　Ｃ-ＣＡＳカードに蓄積されたデータは、Ｃ-ＣＡＳシステムによって保護され、第三者に漏洩す
ることはありません。

第13条（施設の設置及び費用の負担、施設の所有関係）
　当社は、本施設のうち、放送センターから加入者の最寄りのカプラクロージャまでの施設の設
置に要する費用を負担するものとします。

第14条（施設の維持管理・保守工事等）
　本施設の維持管理は、第13条４項の所有区分により、それぞれの所有者が行うものとします。
２　本施設の保守工事は、当社指定の使用機器・工事方法等により、すべて当社または当社が指
定する業者が行うものとします。

３　加入者は、当社または当社が指定する業者が、本施設の検査・修理を行うため、加入者の敷
地、家屋等への出入り及び必要とする施設（電気等）の利用について協力を求めた場合は、これ
に便宜を提供するものとします。

４　加入者は、当社が本施設の維持管理の必要上並びにその理由で、やむを得ずサービスの提
供を一時中断することを予め承認するものとします。この場合、当社は、事前に加入者にその旨
を通知しますが、緊急やむを得ない場合は、通知しないことがあります。

第15条（施設の故障等に伴う責任分担）
　当社は、加入者からサービスの受信に異常の申し出があった場合には、当社の費用負担でこれ
を調査し、修復に必要な処置を講ずるものとします。但し、本条の第２項又は第３項に該当する場
合はこの限りではありません。
２　加入者は、サービスの受信に異常を生じている原因が加入者所有施設の故障等にある場
合、修復に要する費用を負担するものとします。

３　加入者は、サービスの受信に異常を生じている原因が加入者の故意又は過失による当社所
有の施設の故障にある場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。

４　第２項又は第３項に掲げる故障・破損・滅失等により、当社が損害を被った場合、当社は当該
加入者に対し損害の賠償を求めることができるものとします。

第16条（免責事項）
　当社は、第14条第４項に定めるサービスの一時中断、天災・地変、通信回線・衛星の故障その
他当社の責に帰することのできない事由によるサービスの提供の停止に基づく損害の賠償には
応じません。

第17条（遵守事項）
　加入者は、次の事項を遵守するものとします。
①　当社が貸与、販売するＳＴＢ以外のＳＴＢもしくはその機能を代替する機器等を加入者所
有の施設に接続しないこと。

②　当社が貸与するＶ-ＯＮＵ、Ｄ-ＯＮＵ、ＳＴＢ、音声告知端末機その他付属品の開蓋もしく
は改造をしないこと。

③　当社のサービスにより受信した番組を、テープ、ＤＶＤ等により、有償・無償にかかわらず第
三者に提供しないこと。

④　その他当社に対して損害を与える行為を行わないこと。

第18条（著作権及び著作隣接権侵害の禁止）
　加入者は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目
的とする場合を除き、当社が提供するサービスを不特定又は多数人に対する対価を受けての上
映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、及び複製物の上映、その他当社が提供しているサー
ビスの有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。

第19条（一時休止）
　加入者は、一時的な転居、改築等のやむを得ない理由の場合に限り、当社の承諾のうえ、サー
ビスの一時休止ができるものとします。この場合、加入者は別に定める届出書を当社に提出するも
のとし、それを当社が受け付けた日の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の料金
は、第７条の規定にかかわらず無料とします。
２　前項の一時休止期間は１ヶ月単位とし１年以内に再開するものとします。１年を経過しても

別表1（料金表）

2 工事費
摘　　　要項　　　　目 金額（税抜）

引込み工事費

1 加入金
摘　　　要項　　　　目

項　　　　目

項　　　　目

金額（税抜）
加入金

摘　　　要オプションチャンネル名 金額（税抜）

摘　　　要
3 月額利用料

プラン名
１台目
２台目以降

※STB１台のレンタル料含む

※インターネットと同時利用不可

※各テレビプラン月額利用料は別途必要
※１冊あたり

１台目
２台目以降
１台目
２台目以降
テレビと同時利用の場合

スタンダードプラン

マックスプラン

ミニプラン

スマ録  ※録画機能付きSTB（スタンダード）

告知・警報サービス
チャンネルガイド誌

金額（税抜）

品　　　　目
5 貸与品破損紛失消耗等費用

6 初期契約解除対価請求費用

STB本体（スタンダードモデル）
録画機能付きSTB本体（スタンダードモデル）
STB付属リモコン

光通信信号変換器（D－ONU）
光映像信号変換器（Ｖ－ONU）

音声告知端末機
TA（ターミナルアダプタ）
集合住宅用信号変換機（ＡＣＬＣ子機）
B－CASカード再発行
C－CASカード再発行

摘　　　要金額（税抜）

項　　　　目
4 手数料等

摘　　　要金額（税抜）
テレビサービスのプラン変更
インターネットサービスのプラン変更
テレビサービスの一時休止（再開）
インターネット環境設定通知書の再発行
加入契約の解約

※オプションチャンネルの視聴につ
きましては、各番組供給会社が別途
定める視聴規則及び視聴規程に従
うものとします。

28,572円

33,334円

3,400円
1,700円
4,000円
2,000円
1,800円

2,300円
2,000円
1,800円
1,500円
600円
1,500円
1,200円
1,200円
900円
2,000円
2,000円
1,800円

3,000円

1,000円
1,000円
3,000円
300円

10,000円

600円

600円
200円
200円
800円

1）スタンダード・マックス・ミニプランの月額利用料には標準ＳＴＢ１台の使用料がそれぞれ含
まれております。

2）月額利用料は毎月１日から末日までを1ヶ月として計算し、日割り計算はいたしません。
3）有料チャンネルは、全てのテレビプランでご利用いただけます。
4）利用料には日本放送協会（ＮＨＫ）の受信料、ＷＯＷOWの視聴料は含まれておりません。
5）ＢＳデジタル・ＣＳデジタル・地上デジタル放送において双方向機能（視聴者参加番組、ショッ
ピング等）をご利用の場合、電話配線工事が必要となり、その工事費及びご利用に伴う電話代
金は、お客様のご負担となります。

6）本料金表に定めのないサービス提供を行う場合の料金は、別途定めます。

35,000円
47,000円
2,500円
13,500円
35,239円
37,143円
21,750円
21,000円
1,899円
3,000円

再開の申し出が無い場合には、１年が経過した日の翌日をもって解約の申し出があったものと
みなします。

３　加入者は、別表に定める一時休止または再開手数料を当社に支払うものとします。

第20条（設置場所の変更等）
　加入者は、次の場合に限り受信設備の設置場所を変更できるものとします。この場合、加入者は
別に定める届出書を当社に提出するものとし、変更による費用は加入者が負担するものとします。
①　変更先が同一敷地内の場合。
②　変更先が当社の業務区域内で、かつ最寄りの回線に余裕がある場合。

第21条（名義変更）
　加入者の名義は、次の場合に変更できるものとし、この場合、新加入者は別に定める届出書を
当社に提出するものとします。
①　相続の場合。
②　新加入者が、旧加入者の加入契約に基づく受信設備設置場所においてサービスの提供を
受けることについて、旧加入者の権利義務を継承する場合。

第22条（解約）
　加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約日の10日以前に別に定める届出書により、
当社にその旨を申し出るものとします。
２　サービス受信開始後の解約の場合、加入金の払戻しはなされないものとします。
３　解約の場合、加入者は、第７条の規定による料金を解約日の属する月分まで支払うものとし、
当社は、引込み線、Ｖ-ＯＮＵ、Ｄ-ＯＮＵ、ＳＴＢ、音声告知端末機、その他付属品等の当社所有
の施設を撤去し、加入者は、別表に定める引込み線撤去費を負担するものとします。また、撤去
に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等の復旧を要する場合は、加入者
が、その責任を負うものとします。

第23条（加入者の義務違反に伴う契約の解除）
　当社は、加入者に契約約款に違反する行為があったと認められる場合、加入者に催告のうえ、
または、加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、
サービスの提供を停止するか、あるいは加入契約の解除ができるものとします。なお、解除につい
ては、第22条の規定を準用しますが、この場合、加入金は払い戻ししません。

第24条（加入者個人情報の保護）
　当社は、サービスを提供するために必要な加入者にかかる情報を、適法かつ公正な手段により
収集し、適切に取り扱うものとします。また、加入申込者および、加入者が当社に連絡する被紹介
者についても、加入者に準じて取り扱います。
２　前項により、収集し知り得た加入者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、
請求書の送付先等、当社が次の各号に定める業務をなすにつき必要最小限の範囲の個人情報
を、その業務をなすにつき必要な範囲でのみ利用するものとします。
①　サービスの提供を開始、継続、または終了（顧客対応、施工、顧客管理、課金計算、料金請
求、障害検知・復旧等の業務に必要な場合を含みます。）するために利用する場合。

②　当社が提供するサービス（有線テレビジョン放送サービス、IＰ電話サービス、インターネッ
ト接続サービス及びそれぞれの付加機能、追加サービス、附帯サービス等を含みます。）の
加入促進を目的とした営業活動で利用する場合。

③　サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、解約理由の調査、分析を行う場合。
④　加入者から個人情報の取扱いに関して、新たに同意を求めるため利用する場合。
⑤　本加入申込書で得た情報を、弊社が業務を受託しているＮＨＫの契約に使用する場合。

３　当社は、前項の利用目的に必要な範囲で、個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
４　当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
①　予め本人の同意を得た場合。
②　加入者のサービス利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲で、
加入者が金融機関口座からの自動引落しを利用する場合は当該金融機関に、それぞれ当
該加入者の個人情報を開示する場合。

③　裁判官の発する令状により、強制処分として検索・押収等（刑事訴訟法第218条）がなさ
れる場合。

④　法律上の照会権限を有する公的機関からの照会（刑事訴訟法第197条第２項等）がなさ
れた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合。

⑤　人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
⑥　個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）で認められている場合。

第25条（放送内容の変更）
　当社は、やむを得ない事情により予告なく放送番組及び放送内容（データ放送等を含む。）を変
更できるものとし、それにともなう損害賠償には応じないものとします。

第26条（管轄裁判所）
　加入者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、業務区域を管轄する地方裁判
所を第一審の裁判所とすることに合意するものとします。

第27条（定めなき事項）
　この契約に定めなき事項が発生した場合は、当社と加入者は締結の趣旨にしたがい誠意をもっ
て協議のうえ、解決に当たるものとします。

第28条（約款の改正）
　当社は、本約款を変更することがあります。改正後の約款は当社のホームページ
（http://www.hcnet.tv/）において公表します。この場合、加入者は改正後の約款の適用をう
けます。

附　則
１）当社は、特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
２）複数の世帯が一括して加入、または業務用の契約については、別途定めるものとします。
３）この契約約款は、平成28年6月1日より施行します。

事務手数料 3,000円
引込工事負担金 10,000円
宅内工事費 15,000円
その他工事費 実費相当

3,000円
－

7,000円
実費相当

戸建住宅金額（税抜） 集合住宅金額（税抜）

工事種別 金額（税抜）

プラン変更

17,000円

事務手数料
STB設置なし
STB設置あり

SmartTVBox設置あり

3,000円
－

6,000円

フジテレビＯＮＥ/ＴＷＯ/ＮＥＸＴ（セット）
フジテレビＮＥＸＴ
グリーンチャンネル1/グリーンチャンネル2（セット）

WOWOWプライム/ライブ/シネマ（セット）

衛星劇場

Ｍnet
アニメシアターX（AT-X）
キッズステーション
クラシカ・ジャパン

衛星劇場HD

東映チャンネル
TBSチャンネル1

スピードチャンネル
スターチャンネル1プレミアム/2セレクト/3吹替専門（セット）

インターネットサービス加入契約約款
第１条（約款の適用）
　東近江ケーブルネットワーク株式会社（以下「当社」という。）は、インターネット接続サービス契約約款
（以下「約款」という。）並びにインターネット接続サービスに係る別表（以下「別表1」という。）により、イン
ターネット接続サービスを提供します。

第２条（約款の変更）
　当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款に
よります。

第３条（用語の定義）
　約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

第４条（インターネット接続サービスの種類）
　加入契約には、別表1に規定する品目があります。

第５条（加入契約の単位）
　当社は、加入者回線１回線ごとに１の加入契約を締結します。この場合、加入者は１の加入契約につき1
人に限ります。

第６条（加入者回線の終端）
　当社は、加入者が指定した場所内の建物又は工作物に設置した端末接続装置を加入者回線の終端と
します。

第７条（加入契約申込みの方法）
　加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を契約事務
を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
⑴　別表1に定めるインターネット接続サービスの品目。
⑵　その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項。

第８条（加入契約申込みの承諾）
　当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業
務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
２　当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承
諾を延期することがあります。

３　当社は、第１項の規定にかかわらず、次の場合には、加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴　加入者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
⑵　加入契約の申込みをした者が、インターネット接続サービスの料金、その他の債務（この約款に規定
する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。）の支払を現に怠り、又は怠るおそれ
があると認められる相当の理由があるとき。

⑶　第14条（当社が行う加入契約の解除）の規定により、過去に加入契約を解除されているとき。
⑷　その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

第9条（加入者からの初期契約解除）
　加入者は、放送法・電気通信事業法により初期契約解除制度の適用がある場合、加入契約後に当社が
交付する書面の受領日または、工事が完了した日の何れか遅い日から起算して８日を経過するまでの間、
書面により当該加入契約の解除（以下「初期契約解除」という。）が出来るものとします。ただし、法人名義
での加入契約については、初期契約解除制度の対象外となります。
２　前項の規定による初期契約解除は、同項の書面を発行した時にその効力を生じます。
３　当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実で
あることの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、初期契約解除を
行うことができる旨を記載して当社より交付した書面（不実告知後書面）を受領した日から起算して8日
を経過するまでの間であれば、加入契約を解除することができます。
4　第１項の規程により初期契約解除を行った場合、加入者は加入契約料の還付を請求することが出来
ます。ただし、加入の意思がないにもかかわらず加入申込みを行う等悪質の意思をもって加入申込みを
行った場合、加入申込みをした加入者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると
明らかに認められる時は、この限りではありません。
5　第１項の規程により初期契約解除を行った場合、当社は加入者に対して損害賠償若しくは違約金そ
の他金銭等は請求いたしません。ただし、契約の解除までの期間において既に完了した引込工事、宅内
工事については、別表１に定める対価請求告示（総務省の「初期契約解除制度に伴う対価請求の上限
額を定める告示」）の掲げる上限額の限度で工事費を請求できるものとします。
6　加入契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを加入
者に返還します。ただし、当社は、第5項に基づき当社が加入者に対し請求できる額を上限として、金銭等
を返還しないことができます。

第10条（インターネット接続サービスの種類等の変更）
　加入者は、別表1に規定するインターネット接続サービスの品目の変更の請求をすることができます。
２　前項の請求の方法及びその承諾については、第７条（加入契約申込みの方法）及び第８条（加入契約
申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。

第11条（インターネット接続サービスの一時休止）
　加入者は、インターネット接続サービスの利用を一時的に休止することができません。

第12条（その他の加入契約内容の変更）
　当社は、加入者から請求があったときは、第７条（加入契約申込みの方法）第１項第２号に規定する加入
契約内容の変更を行います。
２　前項の請求があったとき、当社は、第８条（加入契約申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。

第13条（譲渡の禁止）
　加入者が加入契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

第14条（加入者が行う加入契約の解除）
　加入者は、加入契約を解除しようとするときは、10日前までにそのことを当社に当社所定の方法により
申し出るものとします。

第15条（当社が行う加入契約の解除）
　当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
⑴　第20条（利用停止）の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた加入者が、なお
その事実を解消しないとき。

⑵　第20条（利用停止）の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著し
い支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接
続サービスの利用停止をしないで、その加入契約を解除することがあります。

⑶　第35条（禁止事項）の規定のいずれかに該当する行為を行った場合。
⑷　電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備
の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないと
き。

⑸　休止期間が満了した後も利用の再開をしないとき。
２　当社は、前項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通
知します。ただし、加入者の都合により当社から加入者に対する通知が到達しない場合は、この限りでは
ありません。

第16条（付加機能の提供等）
　当社は、加入者から請求があったときは、別表1の規定により付加機能を提供します。

第17条（回線相互接続の請求）
　加入者は、加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、加入者
回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をす
ることができます。この場合、接続に係る電気通信回線の名称、接続を行う場所、接続を行うために使用す
る電気通信設備の名称その他接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書
面により当社に申し出るものとします。
２　当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社
以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。

第18条（回線相互接続の変更・廃止）
　加入者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に申し出るものとします。
２　前条（回線相互接続の請求）の規定は、回線相互接続の変更について準用します。

第19条（利用中止）
　当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
⑴　当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
⑵　第21条（利用の制限）の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
２　前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について別表1に別段の定めがあるときは、当社
は、その別表1に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
３　前２項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加
入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第20条（利用停止）
 当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間（そのインターネット接続サービスの
料金その他の債務（この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じと
します｡）を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間。）そのインターネット接続
サービスの利用を停止することがあります。
⑴　料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支払期日を経過した後、当
社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払
の事実を確認できないときを含みます。）。

⑵　加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したと
き。

⑶　第39条（利用に係る加入者の義務）の規定に違反したとき。
⑷　事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信
設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。

⑸　事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結
果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について、電
気通信設備との接続を廃止しないとき。

⑹　前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行
若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行っ
たとき。

２　当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理
由、利用停止をする日及び期間を加入者に通知します。ただし、加入者が第39条（利用に係る加入者の
義務）の規定に違反したときであって、インターネットサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電
気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為をしたときは、この限りではありません。

３　加入者が送信した電子メール（当社以外の者が割り当てを行ったメールアドレスを使用するものを含
みます｡）について、他の電気通信事業者等から異議申し立てがあり、その加入者の電子メールの転送を
継続して行うことについて、インターネットサービスの提供に重大な支障があると当社が認めるときは、
当社は、その加入者の電子メールの転送を停止することがあります。

第21条（利用の制限）
　当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、
災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内
容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって、事業法施行規則で
定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
２　通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことかあります。
３　インターネット接続サービスの加入者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたとき
は、その利用を制限することがあります。

第22条（料金の適用）
　当社が提供するインターネット接続サービスに関する料金等に関する費用は、別表1に定めるところに
よります。
２　料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。

第23条（利用料等の支払義務）
　加入者は、その加入契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日（付加機能
の提供については、その提供を開始した日）の属する月の翌月から起算して、加入契約の解除があった日
（付加機能の廃止については、その廃止があった日）の属する月までの期間（提供を開した月と解除又は廃
止があった月が同一の日である場合は一ヶ月間とします。）について、当社が提供するインターネット接続
サービスの態様に応じて別表1に規定する利用料又は使用料（以下｢利用料等｣といいます。以下この条に
おいて同じとします。）の支払を要します。
２　前項の期間において、利用の一時休止等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が
生じたときの利用料等の支払は、次によります。
⑴　利用の一時休止をしたときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払を要しません。
⑵　利用停止があったときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
⑶　前２号の規定によるほか、加入者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利
用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。

３　当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。

第24条（手続に関する料金等の支払義務）
　加入者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を

用　　　　　語 用　　語　　の　　意　　味
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設
備を他人の通信の用に供すること
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体
として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する
電気通信回線設備
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロト
コルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行
う電気通信サービス
⑴　インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所
⑵　当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を
行う者の事業所

当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための加入契約
当社と加入契約を締結している者
当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回線
加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、１の部分の設置
の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を
含みます。）又は同一の建物内であるもの
端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
加入者が設置する端末設備
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備
以外のもの
当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
端末設備等規則（昭和60年郵政省令第31号）で定める技術基準
消費税法（昭和63年法律第108号）及び同法に関する法令の規定に基
づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和25年法律第226号）
及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

16．消費税相当額

15．技術基準
14．相互接続事業者

13．自営電気通信設備

12．自営端末設備
11．端末接続装置音声告知端末機）

10．端末設備

９．加入者回線
８．加入者
７．加入契約

６．インターネット接続サービス取扱所

５．インターネット接続サービス

４．電気通信回線

３．電気通信回線設備

２．電気通信サービス

１．電気通信設備

要します。ただしその手続の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りで
ありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

第25条（割増金）
　加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加
算しない額とします｡）の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定め
る方法により支払っていただきます。

第26条（延滞利息）
　加入者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます｡）について支払期日を経過してもなお支払がない場
合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息と
して当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に
支払があった場合は、この限りではありません。

第27条（当社の維持責任）
　当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和60年郵政省令第30号）に適
合するよう維持します。

第28条（加入者の維持責任）
　加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。

第29条（設備の修理又は復旧）
　当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧するこ
とができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先
的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

第30条（加入者の切分け責任）
　加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備（当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締
結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします｡）が当社の
電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼勤しなく
なったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気
通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
２　前項の確認に際して、加入者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サー
ビス取扱所又は、当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者にお
知らせします。

３　当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定
した結果を加入者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の
原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消
費税相当額を加算した額を負担していただきます。

第31条（ユーザＩＤ及びパスワード）
　加入者は、ユーザＩＤを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
２　加入者は、ユーザＩＤに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することの
ないよう管理するものとします。
３　加入者は、加入者のユーザＩＤ及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、加入者自身の
利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりユーザＩＤまたはパスワードが
他者に利用された場台にはこの限りではありません。

第32条（自己責任の原則）
　加入者は、本サービスの利用に伴い他者（国内外を問いません。以下同じとします。）に対して損害を与
えた場合、他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。加
入者が、本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合、または他者に対しクレームを通知する場合
においても同様とします。
２　当社は、加入者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、加入者に当該損害の賠償
を請求することができます。

第33条（サービス利用環境の維持）
　加入者は、接続機器、電話機等その他サービスを利用するために必要な機器、設備及び通信回線等を
自己の責任をもって管理し、また協定事業者等の提供する電気通信サービスその他本サービスを利用す
るために必要な他のサービスの利用を継続する等、本サービスを利用するために必要な利用環境を自己
の責任をもって維持するものとします。
２　前項に定める利用環境が維持されなかったために本サービスが利用できない場合であっても、当社は
一切の責めを負わないものとします。

第34条（契約者の関係者による利用）
　加入者が当該契約者の家族その他の者（以下「関係者」といいます。）に利用させる目的で、かつ当該関
係者の本サービスの利用に係わる利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、加入者は、当該
関係者に対しても、加入者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
２　前項の場合、加入者は、当該関係者が第34条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又は故意又
は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を加入者の行為とみなして、この契約約款
の各条項が適用されるものとします。

第35条（禁止事項）
　加入者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
⑴　当社若しくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある
行為。

⑵　第三者の権利、財産又は、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある
行為。

⑶　他者に不利益を与える行為又は他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀
損する行為。

⑷　詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為。
⑸　わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為。
⑹　無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、又はこれを勧誘する行為。
⑺　本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
⑻　他者になりすまして本サービスを利用する行為。
⑼　ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
⑽　無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、若しく
はそのおそれのあるメール（嫌がらせメール）を送信する行為。

⑾　他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用若   しくは運営に支障を与える行
為、又は与えるおそれのある行為。

⑿　その他法令若しくは公序良俗に違反（売春、暴力、残虐等）し、又は他者に不利益を与える行為。
⒀　その他犯罪行為及びそれに結びつく行為。
⒁　当社のインターネット接続サービスの運営を妨げる行為。
⒂　本サービスを事前に当社の承諾なく、第三者が利用できる状態にする行為、またはその恐れのある
行為。

⒃　その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをはる
行為。

第36条（責任の制限）
　当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその
提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態（その加入契約に係る
電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合
を含みます。以下この条において同じとします｡）にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以
上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を次項に限って賠償します。
２　前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社
が認知した時刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数である部分に限ります。）について、24
時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額
（別表1の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利
用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月（１の歴月の起算日（当社が加入契約ごとに定め
る毎歴月の一定の日をいいます。）から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします
｡）の前６料金月の１日当たりの平均利用料（前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社
が別に定める方法により算出した額）により算出します。）を発生した損害とみなし、その額に限って賠償
します。

第37条（免責）
　当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条（責任の制限）の規定によるほか
は、何らの責任も負いません。
２　当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以下この条
において「改造等」といいます｡）を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については
負担しません｡ただし､当社が別に定める技術基準等の変更により、現に加入者回線に接続されている自
営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうち
その変更した規定に係る部分に限り負担します。

第38条（承諾の限界）
　当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき
若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれ
があると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しな
いことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段
の定めがある場合は、その定めるところによります。

第39条（利用に係る加入者の義務）
　加入者は、当社又は当社の指定する者が、設備の調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工
作物等への立ち入りを求めた場合は、承認するものとします。
２　加入者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若し
くは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の
事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保
守のために必要があるときは、この限りではありません。

３　加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置し
た電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
４　加入者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管する
こととします。

第40条（相互接続事業者のインターネット接続サービス）
　加入者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、そ
の加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基
づき料金を請求することを承認していただきます。
２　契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続
サービス利用契約についても解除があったものとします。

第41条（通信の秘密の保護）
　当社は、インターネット接続サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第４条に基
づき保護し、インターネット接続サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用又は保存
します。
２　当社は、刑事訴訟法第218条その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令
及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。

第42条（加入者の氏名等の通知）
　当社は、インターネットサービスの提供に係わる業務を行うにあたり、当社と提携している通信事業者か
ら請求があったときは、インターネットの提供に必要な範囲において加入者の情報（氏名、住所、電話番号
等）をその通信事業者に通知できるものとします。

第43条（営業区域）
　営業区域は、当社が別に定めるところによります。

第44条（閲覧）
　この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。

第45条（その他）
　この約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社及び加入者は、誠意をもって協議の上、解
決にあたるものとします。

第46条（約款の改正）
　当社は、本約款を変更することがあります。改正後の約款は当社のホームページ
（http://www.hcnet.tv/）において公表します。この場合、加入者は改正後の約款の適用をうけます。

附　則
１）当社は、特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
２）複数の世帯が一括して加入、または業務用の契約については、別途定めるものとします。
３）この契約約款は、平成28年6月1日より施行します。

別表1（料金表）
1 月額利用料

摘　　　要プラン名

スマイル60

スマイル100

金額（税抜）

3,600円
3,100円
4,300円
3,800円

※当社集合住宅導入物件は利用不可

3,000円
2,381円

※当社集合住宅導入物件は2,800円
テレビまたは電話と同時利用の場合
インターネット単独利用の場合

テレビまたは電話と同時利用の場合
インターネット単独利用の場合

テレビまたは電話と同時利用の場合
インターネット単独利用の場合

スマイル30

摘　　　要オプション名 金額（税抜）
100円 ※別途、初期登録費3,500円無線ルーター（レンタル）

2 初期契約解除対価請求費用

区　　　　別 支払を要しない料金
１．加入者の責めによらない理由によりそのイン
ターネット接続サービスを全く利用できない状態
（その加入契約に係る電気通信設備によるすべての
通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と
同程度の状態となる場合を含みます。）が生じた場
合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、
24時間以上その状態が連続したとき。

　そのことを当社が認知した時刻以後の利用できな
かった時間（24時間の倍数である部分に限ります｡）に
ついて、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応す
るそのインターネット接続サービスについての利用料
等（その料金が別表1の規定により利用の都度発生す
るものを除きます｡）

項　目
事務手数料 3,000円
引込工事負担金 10,000円
宅内工事費 15,000円
その他工事費 実費相当

3,000円
－

6,000円
実費相当

戸建住宅金額（税抜） 集合住宅金額（税抜）

摘　　　要項　目 金額（税抜）
1,500円わくわくスマートTV

摘　　　要項　目 金額（税抜）
40,000円
3,500円

STVB本体
STVBリモコン

「わくわくスマートＴＶ」サービス利用規約
第１条（総則）
　東近江ケーブルネットワーク株式会社（以下「当社」という。）は、当社が別に定める東近江ケーブルネットワー
クサービス加入契約約款（以下「加入約款」という。）およびインターネットサービス加入契約約款（以下「イン
ターネット約款」という。）ならびにこの「わくわくスマートＴＶ」サービス利用規約（以下「本規約」という。）に基づ
き、加入約款とインターネット約款で定めるサービスに関する附帯サービスとして「わくわくスマートＴＶ」サー
ビスを提供します。
第２条（用語の定義）
　本規約において使用する用語の意味は、加入約款およびインターネット約款で使用する用語に従うほか、そ
れぞれ次の意味で使用します。

第３条（規約の適用）
　本規約は、当社が提供するスマートテレビサービスに関し適用されるものとします。
２　本規約の規定が加入約款またはインターネット約款の規定と矛盾・抵触する場合は、加入約款またはイン
ターネット約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
第４条（提供するサービス）
　当社および提携事業者は、スマートテレビサービスの契約者（以下「契約者」という。）に対し、そのサービス区
域内で、次のサービスの提供を行います。
⑴　当社が提供するサービス

当社は、加入約款およびインターネット約款ならびに本規約に基づき、ＳＴＶＢを設置します。
⑵　提携事業者が提供するコンテンツサービス

提携事業者は、次のコンテンツサービスの提供を行います。当社は、このサービスを利用した場合に生じ
た情報等の破損もしくは消失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故
意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。

①　セキュリティソフトウェア
別表に規定するコンテンツサービスが提供されるため、本コンテンツサービスの提携事業者が別に定め
る規約に同意していただきます。なお、ＳＴＶＢを利用いただく場合は、本コンテンツサービスが自動的に
利用開始となることを承諾していただきます。

②　その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供されます。本コンテンツサービスの利用に
際しては、本規約の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。

２　前項に定める各サービスは、当社および提携事業者の都合により変更もしくは終了することがあります。
第５条（ａｕＩＤの提供）
　ＳＴＶＢの利用には、ＫＤＤＩ株式会社が提供する「ａｕＩＤ」が必要となります。
２　契約者は、ＳＴＶＢを利用する場合は、ＫＤＤＩ株式会社が別に定める「ａｕＩＤ利用規約」に同意していただきます。
また、ＳＴＶＢ１台につき１個の「ａｕＩＤ」を予め提供しますので、申込み時に暗証番号を設定していただきます。
３　契約者は、ＳＴＶＢ上で利用されたコンテンツに対する課金および問合せ等の対応のために、前項で提供さ
れた「ａｕＩＤ」が設定されているＳＴＶＢの機器情報を、当社がＫＤＤＩ株式会社へ提供することについて承諾
いただきます。
４　第２項で提供された「ａｕＩＤ」は、契約者がスマートテレビサービスを解約した場合においても自動的に解
除はされません。解除する場合は、提供元のＫＤＤＩ株式会社へ解除手続きを行うものとします。
第６条（スマートテレビサービスの提供条件）
　スマートテレビサービスの利用にあたっては、事前に当社テレビサービス（マックスプランまたは、スタンダー
ドプランまたは、ミニプランのいずれか）の加入契約を締結し、かつ当社インターネットサービス（スマイル１００
または、スマイル６０または、スマイル３０のいずれか）の契約を締結または、スマートテレビサービスの申込みと
同時に締結することが必要となります。なお、スマートテレビサービスの申込みは、加入約款、インターネット約
款、および本規約を承諾し、別に定める契約書に所要事項を記入の上、当社に申し込むものとします。所要事項
の記入は正確に事実を記入するものとし、理由の如何にかかわらず虚偽の記入をしてはならないものとします。
２　当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項に基づく申込みを承諾し
ないことがあります。
⑴　ＫＤＤＩ株式会社が定める「ａｕＩＤ利用規約」に同意いただけない場合。
⑵　別記の提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
⑶　その他、当社が不適切と判断した場合。
第７条（スマートテレビサービスの料金）
　契約者は、別表に定める料金表に従ってスマートテレビサービスの利用料を支払うものとします。
２　契約者が、第５条第２項で提供された「ａｕＩＤ」を利用し、ＳＴＶＢの画面上で各種コンテンツ等の規約に
同意し購入したコンテンツ等の債権の一部（物販系コンテンツ等に関する債権を除く。）は、当社が、ＫＤＤＩ
株式会社からauかんたん決済を通じてその債権の譲渡を受け、当社の債権として前項の利用料と合わせて
計算し、契約者に請求するものとします。

３　契約者は、契約者の責めによらない事由により、ＳＴＶＢの利用ができない状態が発生した場合において
も、第４条に定めるコンテンツサービスは、提携事業者が定める規約により利用料の支払いを要します。
４　当社は、スマートテレビサービスの料金を変更することがあります。この場合、契約者は、変更後の料金を支
払うものとします。

５　支払方法その他については、加入約款およびインターネット約款に基づき取り扱います。
第８条（最低利用期間）
　スマートテレビサービスの最低利用期間は、本サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から２年間
（２４ヵ月）とします。
第９条（契約者回線の終端）
　当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、ＳＴＶＢを設置し、これを契約者回線の終端と
します。なお、ＳＴＶＢは当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
２　当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
３　契約者は、第１２条（スマートテレビサービスの停止および解除）及び第１３条（解約）に定める解除の場
合、直ちにＳＴＶＢを当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、別表の定めにより損害金
を支払うものとします。
４　契約者は当社が提供したＳＴＶＢを移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導
体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失によりＳＴＶＢを故障、破損させた場合は、修理にかかる
実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、前項で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に
支払うものとします。
第１０条（責任の制限）
　当社は、スマートテレビサービスの内容を変更または終了することがあります。変更または終了により発生した
損害の賠償には応じません。
２　当社は、スマートテレビサービスの中断、天災、事変その他当社の責に帰さない事由によるサービスの提供
の停止に対しての損害賠償には応じないものとします。
３　当社は、ＳＴＶＢの利用により発生した契約者と第三者間に生じた損害（第４条第１項の提携事業者によるコ
ンテンツサービスにより生じた損害を含む。）、およびＳＴＶＢを利用できなかったことにより発生した契約者と第
三者との間に生じた損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。

４　当社は、スマートテレビサービスを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失によりスマート
テレビサービスの提供をしなかったときは、加入約款およびインターネット約款およびみるプラス約款に従
い、その契約者の損害を賠償します。
第１１条（免責）
　スマートテレビサービスに関し、当社が契約者に対し負担する責任は、前条の規定によるほか、次に該当する
場合には、損害賠償責任は発生しないものとします。
⑴　ＳＴＶＢに接続する契約者所有等のデジタル録画機器、外付けハードディスク等の利用について、録画再

生機能の不具合および録画物等（蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下、同じとします。）の消
失、破損等が生じた場合。また、ＳＴＶＢ等機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。

⑵　ＳＴＶＢ（蓄積、記録用媒体等）に保存された各種ソフトウェアの消失、破損等が生じた場合。
⑶　ＳＴＶＢと連携する契約者所有等のタブレット型パーソナルコンピュータ、スマートフォン等が正常動作し

なかったことにより不具合が発生した場合。
⑷　第４条第１項第２号①に規定するセキュリティソフトウェアの不具合が発生した場合。また、そのセキュリ
ティソフトウェアの動作不良等により損害が発生した場合。

２　契約者は、スマートテレビサービス提供期間中、ＳＴＶＢを契約者自らの注意をもって管理するものとし、移
動、取り外し、変更、分解または損壊してはならないものとします。これに違反した場合、契約者自身の負担に
より復旧するものとします。
３　契約者は、当社が必要に応じて行う場合があるＳＴＶＢの交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協
力するものとします。また、当社から貸与しているＳＴＶＢ（ａｕ ＩＤ提供）の使用状況は、設備の保守、維持・向
上を目的とし、個人が識別、特定できないように加工した統計資料としたうえで、「ａｕＩＤ」を提供しているＫ
ＤＤＩ株式会社へ提供させていただきます。
第１２条（スマートテレビサービスの停止および解除）
　当社は、契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当該契約者に対し、事前通知または催告な
しに直ちにスマートテレビサービス提供停止、またはスマートテレビサービスの利用解除をすることができるものと
します。この場合において、契約者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
⑴　当社への届け出内容に虚偽があったことが判明した場合。
⑵　スマートテレビサービスの提供を妨害した場合。
⑶　本規約または加入約款、インターネット約款のいずれかに違反した場合。
⑷　ＳＴＶＢの利用に関連して、当社、他の契約者または第三者に損害を与えたことが明らかな場合。
⑸　その他、当社が契約者として不適切と判断した場合。
２　契約者が、第６条の提供条件のいずれかのサービスを解約またはそれ以外のサービスに変更したときは、
スマートテレビサービスも同時に解約するものとします。
３　前項による解約もしくは変更の場合、当社は提供したＳＴＶＢを撤収するものとし、契約者はこれに協力す
るものとします。撤収および必要機器への交換費用は、加入約款またはインターネット約款等に定める料金
が適用されるものとします。なお、契約者がＳＴＶＢの撤収に協力しない場合、契約者は当社に対し、当該代金
相当額を払うものとします。
第１３条（解約）
　契約者は、スマートテレビサービスを解約しようとする場合、あらかじめ当社所定の方法にてその旨申し出る
ものとします。
２　契約者は、スマートテレビサービスを解約した場合、第１０条の規定による利用料を含む全ての料金（解約
月の月額利用料も含む。）を精算するものとします。
３　最低利用期間が満了する前に解約または解除された場合、契約者は、別表に定める契約解除料を支払う
ものとします。
第１４条（ＥＰＧ）
　当社は、デジタル放送サービスの内容及び放送時間を原則として当社の指定するＥＰＧにより提供するもの
とします。ただし、ＥＰＧにより提供する内容及び放送時間は、変更される場合があります。
２　当社は、内容及び放送時間の相違、間違いならびに変更によっておこる損害の賠償には応じません。
第１５条（携帯を用いたリモート録画機能について）
　ＳＴＶＢに、録画用ハードディスクを接続することにより、携帯電話を用いたリモート録画予約機能を利用す
ることができます。本リモート録画予約機能を利用するためには、株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド
が運営するＧガイドモバイルサービスのリモートアクセス機能（番組表提供を含む）を利用します。この場合、「Ｇ
ガイド番組表利用規約」の規定に従っていただきます。
２　前項に他に、携帯電話を用いたリモート録画予約機能を利用するにあたり、以下の項目についても予め承
認していただきます。
⑴　ご利用の携帯電話の機種によりサービスが利用できない場合があること。
⑵　サービスを利用する上で必要となる、機器ＩＤ、機器ＩＤ認証パスワードの使用及び管理についてすべて

の責任を負うものとします。ただし、契約者が設定した機器ＩＤ認証パスワードを失念した場合は、直ちに
当社に申し出るものとし、当社の指示に従っていただきます。

第１６条（個人情報の取り扱い）
　当社の保有する加入者個人情報については、当社が別に定める「個人情報保護方針」、加入約款およびイン
ターネット約款及び、この規約の規定に基づいて適正に取り扱います。
２　当社は、加入者個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
⑴　契約者の視聴状況やＳＴＶＢの使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識

別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査及びその分析を行い、設備
の保守及び新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。

⑵　スマートテレビサービスの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事
実を回答するため。

⑶　契約者がダウンロードされたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。また、そのサポート
を目的としたサービスレベルの維持・向上のため。

第１７条（規約の改正）
　当社は、事前の予告なく本規約を変更することがあります。この場合、改正後の規約によるものとします。
第１８条（合意管轄）
　当社と加入者の間で訴訟の必要が生じた場合は、大津地方裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
（附則）
本規約は、平成２７年１０月１日より施行します。
（別表）＊すべての金額は消費税抜きの価格です。
１　料金表

２　損害金

３　契約解除料
２年（２４ヵ月）未満で解約される場合は、契約解除料として１，５００円に残月数を乗算した合計金額が発生い
たします。
４　提携事業者によるコンテンツサービス

用　　　　　語 用　　語　　の　　意　　味
デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器
と、端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
の両方の機能を有する機器（以下「ＳＴＶＢ」といいます）
加入約款、インターネット約款に基づき、ＳＴＶＢを提供するサービス（以下
「スマートテレビサービス」という。）２．わくわくスマートＴＶ

１．Smart TV Box

サービス名 提携事業者
ウィルスバスター トレンドマイクロ株式会社

マカフィー for ZAQ利用規約 　
　本規約は、当社が、当社の契約約款等（以下「約款等」といいます。）に基づきサービスを提供し
ている、インターネット接続サービス（以下「本接続サービ ス」といいます。）に附帯して提供する
「マカフィー for ZAQ」（以下「本サービス」といいます。）をご利用いただく際に、遵守いただく規則
やガイドラインを規定する利用規約です。（以下「本規約」といいま す。）。
　利用者が本サービスを利用する場合には、約款等に加えて、本規約の定めが適用されるものと
します。
　約款等と本規約との間で矛盾点がある場合には、本規約の定めが約款等に優先して適用され
るものとします。また、本規約に定めがなく、約款等に定めのある事項に関しては、約款等の規定が
準用されるものとします。
 利用者が本機能を実際に利用することによって、本規約の内容を承諾いただいたものとみなします。
　当社は、利用者の了解を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、本サービス
の利用条件は変更後の規約（以下、新規約といいます）によるも のとします。新規約は、当社の
ウェブサイト上（以下、当社サイトといいます）に新規約を掲示することにより効力を生じるものと
します。

本サービスの内容： 
●本サービスは、マカフィー社のソフトウェアを使用したウイルス対策、個人向けファイヤーウォー
ル、侵入検知、プライバシー保護、迷惑メール対策、広告ブ ロック、ＷＥＢサイトの安全性確認、
および保護者機能を有する総合的なインターネットセキュリティーサービスです。 
●サービスにてウイルスの検知・駆逐できるものは、「ウィルススキャンオンライン」により提供され
たウイルスパターンファイルにより対応可能なウイルスのみとします。
●本サービスにて監視できる不正アクセスは、「パーソナルファイアウォールプラス」が対応してい
るものに限ります。 
●本サービスにて保護が可能なプライバシー情報は、「プライバシーサービス」が対応している方
法に限ります。 

●本サービスにて検知・排除できる迷惑メールは、「スパムキラー」が対応しているものに限ります。 
●本サービスにて遮断できるアクセスは、「プライバシーサービス」が対応しているものに限ります。
●本サービスは、１契約につき契約期間内において3台までのコンピュータにて利用可能なサー
ビスとします。 
●当社は、本サービスの品質向上及び改善のため、本接続サービスを経由して、本サービスを最
新のソフトウェア機能やパターンファイルにアップデートできるものとします。なお、利用者が最
新の状態にアップデートせずに本サービス利用した場合は、当社は本サービスが正常に機能す
ることを保証しないものとします。 
●当社は、本サービスが、第三者の知的財産権を侵害しないこと、利用者の特定の目的に適合す
ること、利用者の期待通りの機能を有すること、その作動が中断さ れないこと、その作動に誤り
がないこと、自営端末設備及びその中にインストールされているソフトウェア、データ等に悪影
響を及ぼさないこと、その他不正アクセスやウイルスの検知・駆逐する完全な機能を果すことを
一切保証しないものとします。 

利用の制限：
●本サービスを使用するためには、本規約とは別にマカフィー社が提示する「エンドユーザー・ラ
イセンス約款」に同意していただき、当該使用許諾契約に従って本サービスをご利用いただく必
要があります。

●利用者は、本サービスの一部または全部に関して、第三者に対して使用許諾、賃貸、移転、頒布
をするなど、本サービスの知的財産権を侵害する行為を一切してはならないものとします｡ 
●利用者は、本サービスを他のサービスに組み込んだり、付属させたりしてはならないものとします。 
●本サービスは、本接続サービス以外のインターネット接続環境からは利用できません。 

利用者の責務：
●利用者は、自己の責任において､本サービスを利用するために必要なコンピュータの設定、パソ
コン端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持し管理するものとします｡ 

解約： 
本サービスの解約手続きは、原規約の規定を準用するものとします。

附則： 
1．本規約は、2012年8月7日より施行いたします。
2．2012年11月13日改定、同日より施行いたします。 
 
利用料金：無料（2014年9月ご利用分より）

i -フィルター for ZAQ利用規約
　当社は、「i -フィルター for ZAQ　利用規約」（以下、「本規約」といいます。）を定め、当社の契約
約款等（以下「約款等」といいます。）に基づきサービスを提供している、インターネット接続サービ
ス（以下「本接続サービス」といいます。）に附帯して提供するコンテンツフィルターサービス「i -フィ
ルター for ZAQ」（以下「本サービス」といいます。）を提供します。
 利用者が本サービスを利用する場合には、約款等に加えて、本規約の定めが適用されるものと
します。
 約款等と本規約との間で矛盾点がある場合には、本規約の定めが約款等に優先して適用される
ものとします。また、本規約に定めがなく、約款等に定めのある事項に関しては、約款等の規定が
準用されるものとします。
 利用者が本サービスを実際に利用することによって、本規約の内容を承諾いただいたものとみな
します。
 当社は、利用者の了解を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、本サービスの
利用条件は変更後の規約（以下「新規約」といいます。）によるものとします。
 新規約は、当社Webサイト上に新規約を掲示することにより効力を生じるものとします。

本サービスの内容：
●本サービスは、本接続サービスに係るWebサイト閲覧に関して不適切なWebサイト（以下「不
適切サイト」といいます。）について、デジタルアーツ株式会社が提供する「i -フィルター for マル
チデバイス」を用いて不適切サイトの閲覧を遮断する機能等を提供いたします。ただし、遮断可
能な不適切サイトは、不適切サイトの遮断時における、デジタルアーツ株式会社が提供する
データベースにより契約者が選定したカテゴリ、レベルによる対応が可能なサイトのみとします。
●本サービスは、契約者の特定の目的に適合すること、契約者の期待通りの機能を有すること、そ
の作動が中断されないこと、その作動に誤りがないこと、Webサイト閲覧又は端末設備及びそ
の中にインストールされているソフトウェア、データ等に悪影響を及ぼさないこと、その他不適切
サイト遮断システムとして完全な機能を果すことを一切保証するものではありません。

利用の制限：
●利用者は､本サービスの一部または全部に関して､第三者に対して使用許諾､賃貸､移転､頒布
その他一切の権利移転､権利許諾ができないものとします｡

利用者の責務：
●利用者は､自己の責任において､本サービスを利用するために必要な端末設備、携帯端末等の
設定、ならびに維持管理するものとします｡

通知方法：
●本サービスまたは本規約に関する当社から利用者に対する通知は､本規約に別段の定めのあ
る場合を除き､利用者の連絡用メールアドレス宛の電子メールまたは当社Webサイト上の掲示
により行います｡電子メールによる通知の場合､当社が発信した電子メールが当該利用者の利
用するPOPサーバーに到着したときをもって､通知が到達したものとみなします｡当社Webサイ
ト上の掲示による通知の場合､当該通知がホームページ上に掲示され､利用者が当該通知を閲
覧することが可能になったときをもって､通知が到達したものとみなします｡

附則：
1. 本規約は、2015年11月18日より施行いたします。

利用料金：無料（2016年６月ご利用分より）

個人情報保護方針（プライバシーポリシー）
東近江ケーブルネットワーク株式会社

　東近江ケーブルネットワーク株式会社（以下、「当社」といいます。）は、個人情報保護に対する
社会的要請を十分に認識し、個人情報の適正な取り扱いを推進していくことが、重大な社会的
責務であると考えております。当社は、サービス提供させていただくために、お客様の氏名、住所、
生年月日、電話番号等の個人情報を収集させていただきますが、これらの個人情報及びその
データを適切に保護し、取り扱うことによりお客様に安心してサービスをご利用いただけるよう、
会社を挙げて個人情報の保護に努めてまいります。

１　個人情報の定義
　個人情報とは、次のような特定の個人を識別できるものをいいます。
⑴　氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、口座番号等の情報。
⑵　その情報のみでは特定の個人を識別できないが、他の情報と容易に照合ができ、この照
合により特定の個人を識別できることとなる情報。

⑶　上記の情報のうち一つまたは複数を組み合わせることで、お客様個人を特定できる情報。

２　個人情報の収集について
　当社は、お客様から個人情報をご提供いただく場合には、当社のサービス提供に必要な範囲
の個人情報に限定して収集いたします。

３　個人情報の利用目的について
　当社は、お客様の個人情報をお客様との契約の履行、より良いサービスの提供や円滑なサー
ビスを提供させていただくために利用いたします。その他の目的で個人情報をご提供いただく場
合には、その都度利用目的をご連絡させていただきます。なお、当社がお預かりするお客様の個
人情報の主たる利用目的は以下のとおりです。
⑴　お客様のサービス提供に関する契約締結業務およびサービス管理業務
⑵　当社が提供するサービスに対する課金業務
⑶　お客様宅への工事、修理業務
⑷　各種サポート業務
⑸　お客様への各種周知・連絡業務
⑹　各種書類や機器の配送業務
⑺　前各項に関連・付随する業務

４　個人情報の安全管理について
　当社は、お客様からお預かりした個人情報を、紛失、改ざん、破壊、不正アクセス等のあらゆる
危険性に対して、これを保護するために役員及び全従業員（社員および業務遂行のために当社の
委託を受けて業務を行う要員）が厳重な安全対策を講じます。

５　業務委託先での個人情報の取り扱いについて
　当社がサービスを提供する上で、工事、料金徴収、サポート等については社外への業務委託を
行う場合があります。その際は必要とされる個人情報を業務委託先に提供いたします。この場合
は、当社の個人情報の保護について、委託先に対して適切な管理を行うよう指示・監督いたします。

６　個人情報の第三者への提供について
　当社は、お客様からお預かりした個人情報について、次の場合を除き、第三者（業務委託先や
共同利用者以外の、当社の個人情報利用目的範囲外の者を指します）に提供することはありま
せん。
⑴　予め本人の同意を得ている場合。
⑵　人命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困
難である場合。

⑶　公衆衛生の向上または児童の健全育成推進のために特に必要な場合であり、かつ、本人
の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。

⑷　国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令に定める事務を遂行
することに対して協力する必要がある場合であり、かつ、本人の同意を得ることにより当該
事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。

⑸　裁判官の発布する令状により強制処分として捜査・押収等がなされる場合。
⑹　警察・税務署・裁判所・弁護士会等の法律上の照会権限を有する者からの照会がなされ
た場合で、提供する正当性を当社が認めた場合。

７　個人情報を安全に取り扱うための教育について
　当社は、お客様の個人情報を適正かつ安全に取り扱うことを目的とした従業員教育を行います。

８　個人情報の取り扱いに関する内部監査について
　当社は、社内に於いて個人情報が適切に取り扱われていることを確認するための内部監査を
行います。

９　お客様の個人情報開示・訂正・追加・利用停止・削除・消去・第三者への提供停止について
　当社では、保有個人情報の本人またはその代理人からの開示・訂正・追加・利用停止・削除・
消去・第三者への提供停止（以下、「開示等」といいます。）の求めに対応させていただいておりま
すが、利用停止・削除・消去・第三者への提供停止を行った場合、正常なサービスを提供するこ
とができない場合があります。
⑴　開示等の請求の申し出先
開示等の請求は下記宛、所定の請求書に必要書類を添付の上、郵送によりお願い申し上
げます。所定の用紙は、当社受付窓口にてお渡しさせていただきます。

⑵　開示等の請求に際して提出すべき書面等
開示等の請求を行う場合は、当社指定の請求書に所定の事項をすべてご記入の上、本人
確認のための書類を同封し、当社宛に郵送ください。
・本人確認のための書類（運転免許証、パスポート等のコピー）１通

⑶　代理人による開示等の請求
開示等の請求をする者が未成年者または成年被後見人の法定代理人、もしくは開示等
の請求をすることにつき本人が委任した代理人である場合は、前項の書類に加えて、次の
書類を同封ください。
ア．法定代理人の場合
・法定代理権があることを確認するための書類（戸籍謄本、登記事項証明書等）１通
・未成年者または成年被後見人の法定代理人本人であることを確認するための書類
（法定代理人の運転免許証、パスポート等のコピー）１通
イ．委任による代理人の場合
・委任状１通
・代理人の印鑑証明書１通

⑷　開示等の請求の手数料およびその徴収方法
一請求毎に１，０0０円（消費税抜き）の郵便切手を請求書類に同封してください。なお、
手数料が不足していた場合や手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し

上げますが、お支払いがない場合には開示等の請求はなかったものとして対応させてい
ただきます。

⑸　請求者の請求書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
⑹　開示等の請求に関して取得した個人情報の利用目的開示等の請求に関して取得した個
人情報は、開示等の請求に必要な範囲のみで取り扱うものとします。提出していただいた
書類は、開示等の請求に対する回答が終了した後、２年間保存し、その後破棄させていた
だきます。

⑺　保有個人情報の不開示事由について
次に定める場合は、全部または一部について不開示とさせていただく場合があります。全
部または一部不開示を決定した場合は、その旨理由を付してご通知申し上げます。また、
全部または一部について不開示の場合であっても、所定の手数料を申し受けさせていた
だきます。
ア．請求書類に記載されている住所、本人確認のための書類に記載されている住所、当社
に登録されている住所が一致しない場合等本人確認ができない場合。

イ．代理人による請求に際して、代理権が確認できない場合。
ウ．所定の請求書類に不備があった場合。
エ．開示等の請求の対象が保有個人情報に該当しない場合。
オ．本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利や利益を害するおそれのある場合
カ．当社の権利または正当な利益を損ない、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすお
それがある場合。

キ．違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある場合。
ク．国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそ
れ、または他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある場合。

ケ．犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれ
がある場合。

コ．国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して、協力する
必要がある場合で、当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。

サ．他の法令に違反することとなる場合。

１０　クッキー（Cookie）等の利用
　当社が運営する東近江スマイルネットホームページ「http://www.hcnet.tv/」（以下「当サイ
ト」という）では、よりよいサービスを提供するために、主に以下のような場合に「クッキー
（Cookie）」を使用しております。
⑴　より満足いただけるようコンテンツの改良や、個々のお客様に合わせてカスタマイズされ
たサービスを提供する場合。

⑵　当サイトの利用者人数を計測するために使用する場合。
クッキーはお客様のブラウザ、ハードディスクに記録される情報です。お客様のコンピュー
タを識別することはできますが、お客様自身を識別するものではありません。また、ブラウ
ザの設定によりクッキーの受入れを拒否する（無効にする）ことはできますが、当サイトす
べてのサービスを快適にご利用いただくためにはクッキーを有効にしていただく必要があ
ります。

１１　免責
　当社は、当サイトにリンクされている他のWebサイトにおけるお客様の個人情報等の保護、取
扱い等については、一切責任を負うものではありません。

１２　個人情報についての窓口
　お客様の個人情報についての開示等の請求、上記内容に対するご質問等は、以下の連絡先に
お申し出ください。

■連絡先
東近江ケーブルネットワーク株式会社（東近江スマイルネット）
〒５２７－０１１３滋賀県東近江市池庄町５０５番地
IP電話：０５０－５８０１－２５２５
NTT電話：０７４９－４５－８３９１

■―認定個人情報保護団体について
　当社は、個人情報の適正な取扱いと保護の信頼性向上のため、「個人情報の保護に関する法
律」第３７条に規定の「認定個人情報保護団体」として総務大臣より認定された「一般財団法人
放送セキュリティセンター」の「対象事業者」として登録しております。
当社では「個人情報お問い合せ窓口」を設置し、お客様からのお問い合わせや苦情等をお受けし
ておりますが、当社の個人情報取扱いに対して疑問やご不満等があり、解決を必要とされる場
合、或いは当社の取扱いかどうか不明な場合等、下記の本団体の「個人情報保護センター」まで
直接お申し出下さい。

■個人情報の取扱いに関するお問合せ先
一般財団法人放送セキュリティセンター内個人情報保護センター
電話：０３－５２１３－４７１４
E-mail：soudan@sarc.or.jp
（URL：http://www.sarc.or.jp/）

附則
1）平成19年10月1日制定
2）平成24年11月1日改定
3）平成28年6月1日改定


